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国保短期保険証
道内５６自治体が「窓口交付のみ」の対応！

３月１７日の道議会定例会で花岡ゆり子道議が、国保短期保険証の交付状況について質問。
道内５６保険者（自治体・広域連合）が「窓口交付（留め置き 」以外の手だてをとっていないことが判りまし）

た。道内１５７保険者の内、１５１保険者が「窓口交付」と答えていますが、そのうち、２０保険者が一定期間
内に郵送等で届けていたり、７０保険者が何らかの対応をしています。

しかし、５６の保険者は「窓口留め置き」以外の方法をとっておらず、被保険者の手元に保険証が届かず、無
保険状態になる可能性があります。
花岡議員は、窓口留め置きは「人権無視だ」と指摘し、ただちに止めるように求めました。

《資料（日本共産党道議団提供～道調べ）》
１，資格証明書・短期被保険者証の交付方法

資格証明書 短期被保険者証
Ａ 窓口交付 １０７ １５１
Ｂ 書留・配達証明により郵送 ３２ ２８
Ｃ 普通郵便により郵送 ３６ ４０
Ｄ 訪問交付 ２６ ４４

＊複数回答。Ｂ～Ｄについては窓口交付を行い、被保険者が窓口を訪れないときのみ郵送や訪問交付等をしている
場合も含む

２，短期被保険者証の窓口交付をしている場合、被保険者が窓口を訪れない場合の取り扱い
Ａ 窓口でのみ交付する ５６
Ｂ 一定期間以内に、郵送等の方法により届けている ２０
Ｃ その他 ７０

＊「その他」
・郵送等により届けるが、どの程度期間が経過した時点で届けるかは個々の事例で異なる
・納付相談の状況・医療の必要性・来庁できない理由等により郵送等で届ける
・電話により希望があれば、郵送等で届ける
・世帯のうち、１８歳以下の被保険者分は郵送等で届ける

国保短期保険証の窓口留め置きをやめさせよう！
厚労省は、昨年１２月１６日に出した通知「短期被保険者証の交付に際しての留意点について」で 「短期被保、

険者証の交付の趣旨は、市町村と滞納世帯との接触の機会を設けることであるから、世帯主が市町村の窓口に納
付相談に来ないことにより、一定期間、これを窓口で留保することはやむを得ないが、留保が長期間に及ぶこと
は望ましくない」と「留め置き」をすべきではないとして 「特に短期被保険者証交付世帯に 歳に達する日以、 15
後最初の 月 日までの間にある被保険者がいる場合は、改正法等の趣旨にかんがみ、窓口における留保を放置3 31
することなく、電話連絡や家庭訪問等により接触を試み、できるだけ速やかに手元に届けるよう努めること」と
しています。

従って 「窓口留め置き」を行っている５６の保険者は、厚労省の通知にも反しています。地域社保協や、
各加盟団体で自治体の交付状況を確認して、窓口交付を止めさせましょう。
後日、各保険者（自治体・広域連合）毎の交付状況について入手できましたらお知らせします。
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